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2021 年 1 月 28 日 

一般財団法人日本規格協会 

 

確認の申出に係る 審議について 

 

 日本産業規格（ 以下、 JIS と いう 。） は、 産業標準化法に基づき 、 JI S を制定又は確認若

し く は改正し た日から 少なく と も 5 年を 経過するまでに見直す必要があり ます。多数の JI S

があるこ と から 効率的な運用のために、 毎年度一括し て JI S 見直し を 行う こ と と し ており

ます。JI S の見直し の流れ及び産業標準作成委員会の審議方法は、別添 1 をご参照く ださ い。 

 

 今回のご審議は、 別添 1 の（ ３ ） JI S 確認の申出に係る審議です。  

 

前回の基本分野産業標準作成委員会（ 2020 年 12 月 22 日議決）でご承認いただいた、2021

年度に見直し 期限を迎える基本分野の JIS のう ち 2021 年度中の公示予定を「 確認」 と する

JI S について、 JSA ウェ ブサイ ト に JI S 作成予定一覧表の公表を 掲載し 、 利害関係者の意

向を 確認し たと こ ろ 、 利害関係者から のご意見等はあり ませんでし た。  

こ の結果を踏まえて、 別添 2 に、 2021 年度中の公示予定を「 確認」 と する JI S 及び作成

審議経過等を 作成いたし まし たので、 こ れら の JIS を 「 確認」 と し てよろ し いか最終のご

審議をお願いいたし ます。  

委員会において議決さ れた場合には、 産業標準化法第 16 条において準用する 同法第 14

条第 1 項の規定に基づき 、 主務大臣に申出いたし ます。  

なお、 字句等編集上の修正については、 産業標準作成委員会事務局に一任いただき ます

よう お願いいたし ます。  

 

注記 JI S 法令上、 別添 2 別紙 2 の３ ． ②JI S 作成予定一覧表の公表、 ③利害関係者の産

業標準作成委員会への参加の確保及び④異議申立ての機会の確保は、 主務大臣に

対し て申出を 行う までの過程において行う こ と と し ており ます。 現時点では、 利

害関係者から のご意見等はあり ませんが、 審議中又は審議後に意見等があっ た場

合で、 議決結果の変更又は意見等を採用し ない場合は、 再度、 産業標準作成委員

会にお諮り いたし ます。  

 

資料 2 
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JI Sの見直し に関する審議 別添1
（ １ ） JI S見直し の流れ
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（ ２ ） JI S見直し の審議について

目的: 次年度に5年見直し 期限を迎えるJISについて、 「 改正」 、 「 確認」 又は
「 廃止」 のいずれにするかの見直し 方針を決定し ます。

１ ． 利害関係者の意見を確認するため、 JSAが見直し 対象のJI Sを抽出し 、
調査し ます。

※ 見直し 対象は、 次年度に5年見直し 期限を迎えるJISです。
※ 技術的動向、 対応国際規格や引用規格の改正・ 廃止などを背景に、

JI Sを改正する必要があるのか、 確認でよいのか、 又は廃止するか
などを調査し ます。
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（ ２ ） JI S見直し の審議について（ 続き ）

２ ． JSAが調査結果に基づき 、 それぞれのJISについて「 改正」 、 「 確認」 又は
「 廃止」 のいずれにするかの案（ 以下、 JIS見直し 案と いう 。 ） を理由と
と も に作成し ます。
その際には、 必要に応じ て、 JSA自身のW G又は素案作成団体に事実確認を
行います。
その後、 産業標準作成委員会にお諮り し ます。

※ 当該JI Sが次に該当し 、 次年度までに「 改正」 又は「 廃止」 の公示を予定し ている
場合は、 JI S見直し 案を「 改正」 又は「 廃止」 と し ます。

※ 当該JI Sが次に該当し 、 こ れから 改正又は廃止に着手する ため、 次年度までに
「 改正」 若し く は「 廃止」 の公示ができ ない場合、

又は次に該当し ない場合は， JI S見直し 案を 「 確認」 と し ます。

3

改正又は廃止が必要な要因

市場実態又は技術動向に合わせ、 最適な技術内容と すべく 、 規定内容の変更が必要

社会的要因で規定内容の変更が必要（ 環境問題など）

対応国際規格の改正又は廃止があり 、 規定内容の変更が必要

対応すべき 国際規格が新たに制定さ れ、 それに整合するこ と が必要

引用規格の改正及び/又は廃止があり 、 規定内容の変更が必要

引用すべき JISが新たに制定さ れた

整合すべき （ 参照し ている） 法規の改正及び/又は廃止があり 、 規定内容の変更が必要

整合すべき （ 参照し ている） すべき 法規が新たに制定さ れた

技術の陳腐化・ 利用の縮小等、 JISの廃止が妥当



Cop y r ig h t 2 0 2 0  JSA GROUP.  A l l  R ig h ts Rese rved .

（ ２ ） JI S見直し の審議について（ 続き ）

３ ． 産業標準作成委員会でJIS見直し 案をご審議いただき ます。
※ JI S見直し 案の資料については、 JSAで事実確認を行っ ており ます。
※ 対応国際規格などの改廃状況は、 資料2別添2の参照文書（ JSA調査結果） に

記載し ており ます。
例 対応国際規格が「 ×」 で、 JIS見直し 案の公示予定を「 確認」 と

し ている場合、 （ ２ ） ２ ． の「 対応国際規格の改正又は廃止があり 、
規定内容の変更が必要」 に該当し ていないこ と をJSAで確認し て
います。

※ ご承認いただいたJIS見直し のう ち、 公示予定が「 確認」 及び「 廃止」 の
JI Sは、 JI S作成予定一覧表と し てJSAホームページに掲載し ます。

（ 利害関係者に対する産業標準作成委員会への参加の機会の確保及び
異議申立ての機会の確保のため）
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（ ３ ） JI S確認の申出に係る審議

目的: 利害関係者の意向を適切に反映するためのプロセスを経て、
主務大臣にJI Sの確認の申出をし てよいかどう かを決定し ます。

１ ． 「 確認」 のJIS作成予定一覧表の公表によっ て、 利害関係者の意向を確認し た後、
JSAが日本産業規格作成審議経過報告書（ 確認） を作成し ます。

※ 当該報告書では、 確認の申出を行う 対象JIS、 確認する理由、 認定機関と
し てのプロセスの結果（ JIS見直し の審議～JIS作成予定一覧表の公表の結
果） を示し ており ます。

２ ． 産業標準作成委員会で日本産業規格作成審議経過報告書（ 確認） に基づき 、
ご審議いただき ます。

※ JI S見直し の審議の結果から 変更がある場合は、 JSAから その旨産業標準
作成委員会にご報告いたし ます。

３ ． 産業標準作成委員会で承認さ れたJI Sは、 JSAから 主務大臣へJISの確認の申
出を行います。
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日本産業規格作成審議経過報告書（確認） 

 

１．確認の申出を行う日本産業規格 

JIS Q 9026 マネジメントシステムのパフォーマンス改善―日常管理の指針 外 7件（別紙

1のとおり） 

 

２．確認の申出を行う日本産業規格に係る主務大臣 

経済産業大臣専管 

 

３．確認の理由 

別紙 1の日本産業規格は、産業標準化法第 17 条の規定による見直し期限を 2021 年度に迎える

ものであるが、認定産業標準作成機関として、関係各方面の意見を調査し検討した結果、現行の

日本産業規格がなお適正であると認められることから、確認すべきものとして申出する。 

 

４．確認の申出を行う日本産業規格の作成及び審議に関する事項 

(1) 認定産業標準作成機関名；一般財団法人日本規格協会（JSA） 

(2) 法令上の区分； 

産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14条第 1項に基づく申出 

(3) 産業標準作成委員会名； 

管理システム規格分野産業標準作成委員会 

(4) 産業標準作成委員会の委員構成表及び開催状況； 

別紙 2に記載のとおり。 

(5) 作成審議経過 

別紙 2に記載のとおり。 

 

以上 

別添 2 



別紙 1 

確認の申出を行う日本産業規格 

 

No. 規格番号 規格名称 

1 Q9026 マネジメントシステムのパフォーマンス改善―日常管理の指針 

2 Q14004 環境マネジメントシステム―実施の一般指針 

3 Q14005 環境マネジメントシステム―環境パフォーマンス評価の利用を含む環
境マネジメントシステムの段階的実施の指針 

4 Q14006 環境マネジメントシステム―エコデザインの導入のための指針 

5 Q14015 環境マネジメント―用地及び組織の環境アセスメント（ＥＡＳＯ） 

6 Q14050 環境マネジメント―用語 

7 Q14063 環境マネジメント―環境コミュニケーション―指針及びその事例 

8 Q27017 情報技術―セキュリティ技術―ＪＩＳ Ｑ ２７００２に基づくクラ
ウドサービスのための情報セキュリティ管理策の実践の規範 

 

 

  



別紙 2 

 

１．産業標準作成委員会の委員構成表 

１．１ 管理システム規格分野産業標準作成委員会 

 氏名 所属 種別 

（委員長） 勝俣 宏行 日本検査キューエイ株式会社 中立者 

（委員） 本山 佳奈 有限責任事業組合令和スキーム研究基盤 

細谷 恵 主婦連合会 

石川 厚史 一般社団法人日本鉄鋼連盟 

野田 浩二 一般社団法人日本化学工業協会 

大隅 慶明 一般社団法人日本電機工業会 

小池 剛 一般社団法人日本建設業連合会 

紅谷 康夫 イオン株式会社 

（関係者） 高桑 淳 経済産業省産業技術環境局国際標準課 － 

大平 浩之 経済産業省産業技術環境局国際電気標準課 

（事務局） 中川 梓 一般財団法人日本規格協会 

山﨑 朋子 一般財団法人日本規格協会 

森下 美奈子 一般財団法人日本規格協会 

 

２．委員会開催状況 

開催年月日 委員会区分 出席者数又は回答者数（名） 

2020年 12月 8日 産業標準作成委員会 6/8 

2021年 2月12日（予定） 産業標準作成委員会 〇/8 

 

３．作成審議経過 

①産業標準案作成対象テーマの審議（JIS 見直しの審議）； 

2020 年 12 月 8 日 産業標準作成委員会議決 

②JIS 作成予定一覧表の公表； 

2020 年 12 月 25 日～申出予定日（2021 年 2 月下旬）まで JSA ウェブサイト掲載 

③利害関係者の産業標準作成委員会への参加の確保； 

2020 年 12 月 25 日～申出予定日（2021 年 2 月下旬）まで JSA ウェブサイト掲載 

④異議申立ての機会の確保； 

2020 年 12 月 25 日～申出予定日（2021 年 2 月下旬）まで JSA ウェブサイト掲載 

⑤産業標準案の作成及び審議（JIS 確認の申出に係る審議）； 

2021 年 2月 12 日（予定） 産業標準作成委員会議決 

⑥議事録及び委員会資料の公開； 

2021 年 2 月下旬（予定） JSA ウェブサイト掲載 

 

４．利害関係者の産業標準作成委員会への参加に関する内容 

 参加： 無 

 

５．異議申立てに関する内容及び結果 

 異議申立ての有無： 無 

 


